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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成29年11月24日に提出いたしました第17期第２四半期（自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日）四半期

報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するもので

あります。

　

２ 【訂正事項】

第一部 企業情報

第１ 企業の概況

１ 主要な経営指標等の推移

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は を付して表示しております。

　

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当する

ため、第２四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

（訂正前）

2015年度
中間連結
会計期間

2016年度
中間連結
会計期間

2017年度
中間連結
会計期間

2015年度 2016年度

(自2015年
４月１日
至2015年
９月30日)

(自2016年
４月１日
至2016年
９月30日)

(自2017年
４月１日
至2017年
９月30日)

(自2015年
４月１日
至2016年
３月31日)

(自2016年
４月１日
至2017年
３月31日)

（前 略）

自己資本比率 ％ 3.78 3.98 4.81 3.69 3.98

（後 略）

（訂正後）

2015年度
中間連結
会計期間

2016年度
中間連結
会計期間

2017年度
中間連結
会計期間

2015年度 2016年度

(自2015年
４月１日
至2015年
９月30日)

(自2016年
４月１日
至2016年
９月30日)

(自2017年
４月１日
至2017年
９月30日)

(自2015年
４月１日
至2016年
３月31日)

(自2016年
４月１日
至2017年
３月31日)

（前 略）

自己資本比率 ％ 3.78 3.98 4.16 3.69 3.98

（後 略）
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【表紙】   

【提出書類】 確認書 
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【英訳名】 Resona Holdings, Inc. 

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長  東      和  浩 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目５番65号 

【縦覧に供する場所】 株式会社りそなホールディングス大阪本社 

 (大阪市中央区備後町二丁目２番１号) 

株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

  



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当社代表執行役社長東和浩は、当社の第17期第２四半期（自  平成29年７月１日  至  平成29年９月30日）の四半期

報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

２ 【特記事項】 

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 


